
 

 

平成 20 年 6 月 10 日 

 

 

振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口について 

 

 

 足利銀行（頭取 池田 憲人）は、6 月 21 日より施行される「犯罪利用預金口

座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（振り込め詐欺救

済法）」への対応として、下記のとおり電話受付窓口を設置しましたので、お知

らせいたします。 

 

本法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込ま

れ滞留している犯罪被害資金を被害者に返還する手続きを定めたものです。 

当行では、本法律の施行にあたり、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の

口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。 

 

なお、本法律に基づく被害資金の返還は、法律の施行後、預金債権消滅手続

や分配金支払申請受付手続等を経る必要があることから、実際の支払いまでに

は一定の期間を要する見込みです。それまでは被害の申出を承り、実際に返還

の手続きが行われる際にあらためてご連絡を差し上げるお取扱いとなりますの

で、ご了承ください。 

 

 足利銀行は、今後とも振り込め詐欺の防止ならびに被害者の救済に取り組ん

でまいります。 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

＜振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口＞ 

固定電話からは： フリーダイヤル 0120-626530 

携帯電話･海外からは： 028-626-0320 

※受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く） 


